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中華人民共和国専利法

（1984年３月12日第６期全国人民代表
大会常務委員会第４回会議で採択、
1992年９月４日第７期全国人民代表大
会常務委員会第27回会議の「『中華人民
共和国専利法』改正に関する決定」に基
づいて第１回修正、2000年８月25日第
９期全国人民代表大会常務委員会第17
回会議の「『中華人民共和国専利法』の
改正に関する決定」に基づいて第２回修
正）

目次
第１章　総則
第２章　専利権の授受条件
第３章　専利権の出願
第４章　専利権の審査及び認可
第５章　 専利権の存続期間、消滅及び無

効
第６章　専利権の実施の強制許諾
第７章　専利権の保護
第８章　付則

第１条【目的】　発明創作の専利権

を保護し、発明創作を奨励し、発

中華人民共和国専利法改正案

　第11期中国全国人民代表大会（全人
大）常務委員会第４回会議で、「中華人
民共和国専利法改正案（草案）」に対す
る初回審議が行われた。

改正後

第１条【目的】　専利権を保護し、

発明創作を奨励し、発明創作の管

中華人民共和国専利法改正案

西　村　峯　裕

周　　　　　喆
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明創作の普及・応用に寄与し、科

学技術の進歩と革新を促進し、社

会主義近代化の要請に応えるた

め、とくにこの法律を制定する。

第２条【定義】　この法律で、発明

創作とは、発明、実用新案及び意

匠をいう。

第３条【事務管理機関】　①国務院

の専利行政部門は全国の専利事務

管理を担当し、専利出願を統一的

に受理、審査し、法に基づいて専

利権を付与する。

②省、自治区、直轄市人民政府の

専利事務管理部門は、当該行政

区域内の専利管理事務を担当す

る。

第４条【秘密保持】　専利出願の発

明創作が国家の安全又は重大な利

益に係わり、秘密を保持する必要

があるときは、国の関係規定に従

って処理する。

第５条【専利権不許可】　国の法律、

社会の公徳に違反し、又は公共の

利益を害する発明創作には、専利

権を与えない。

理と応用を推進し、自己新規創作

能力を高め、科学技術の進歩と社

会経済の発展を促進し、自己革新

型国家を建設するため、この法律

を制定する。

第２条～第４条は改正なし。

改正後 第２項を追加した。

第５条【専利権不許可】　①国の法

律、社会の公徳に違反し、又は公

共の利益を害する発明創作には、

専利権を与えない。

②遺伝資源によって完成された発

明創作については、当該する遺

伝資源の入手或いは利用が、関

（616）



76

第６条【権利の帰属（1）】　①所属

単位の任務を遂行し又は主として

所属単位の物質的技術的条件を利

用して完成された発明創作は職務

発明創作とする。職務発明創作の

専利出願権は当該単位に属する。

出願が認可された後、当該単位を

専利権者とする。

②非職務発明創作の専利出願権

は、発明者又は考案者に属す

る。出願が認可された後、当該

発明者又は考案者を専利権者と

する。

③所属単位の物質的技術的条件を

利用して完成された発明創作に

ついて、単位と発明者又は考案

者が契約を締結し、専利出願権

及び専利権の帰属について定め

たときは、その定めに従う。

第７条【非職務発明創作の出願妨害

の禁止】　発明者又は考案者の非

職務発明創作の専利出願は、いか

なる単位又は個人もこれを妨げて

はならない。

第８条【権利の帰属（2）】　二つ以

上の単位又は個人が協力して完成

した発明創作、一つの単位又は個

連する法令に違反している場合

は、専利権を与えない。

第６条～第８条は改正なし。

（615）



77

人が他の単位又は個人から委託さ

れて完成した発明創作の専利出願

権は、別段の合意があるものを除

いて、単独若しくは共同で完成し

た単位又は個人に属する。出願が

認可された後、出願した単位又は

個人を専利権者とする。

第９条【先願】　二人以上の出願人

が同一の発明創作について各別に

出願したときは、専利権は最も先

の出願人に与える。

第10条【専利出願権又は専利権の

譲渡】　①専利出願権及び専利権

は譲渡することができる。

②中国の単位又は個人が外国人に

専利出願権又は専利権を譲渡す

るときは、国務院の関係主管部

門の承認を得なければならな

改正後　第９条は、第１項を改正す

ることなく第２項に繰り下げ、新

たに第１項を追加した。

第９条【先願】　①同一の発明創作

には、一つの専利権のみが与られ

る。ただし、同一の出願人が同じ

日に同一の発明創作について、実

用新案専利と発明専利を出願し、

先に取得した実用新案専利権がま

だ終了しておらず、出願人が当該

実用新案専利権の放棄を表明した

場合は、発明専利権を与えること

ができる。

②二人以上の出願人が同一の発明

創作について各別に出願したと

きは、専利権は最も先の出願人

に与える。

改正後

第10条【専利出願権又は専利権の

譲渡】　①専利出願権及び専利権

は譲渡することができる。

②中国の単位又は個人が、外国人

に専利出願権または専利権を譲

渡するときは、関連する法令の

規定に従って手続きを行わなけ
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い。

③専利出願権又は専利権を譲渡す

るときは、当事者が書面による

契約を締結し、かつ国務院の専

利管理部門に登録し、国務院の

専利管理部門がこれを公告しな

ければならない。専利出願権又

は専利権の譲渡は登録の日から

効力を生ずる。

第11条【許諾を得ない実施の禁止】

①発明専利権又は実用新案専利権

が与えられた後は、この法律に別

段の定めがある場合を除いて、い

かなる単位又は個人も専利権者の

許諾を得ることなく、その専利を

実施することができない。即ち生

産経営を目的としてその専利製品

を製造し、使用し、販売を許諾

し、販売し若しくは輸入し、又は

その専利の方法を使用し及び当該

専利の方法によって直接得られた

製品を使用し、販売を許諾し、販

売し若しくは輸入することはでき

ない。

②意匠権が与えられた後は、いか

なる単位又は個人も専利権者の

許諾を得ることなく、その専利

を実施してはならない。即ち生

ればならない。

③専利出願権又は専利権を譲渡す

るときは、当事者が書面による

契約を締結し、かつ国務院の専

利管理部門に登録し、国務院の

専利管理部門がこれを公告しな

ければならない。専利出願権又

は専利権の譲渡は登録の日から

効力を生ずる。

改正　第２項を改正した。

第11条【許諾を得ない実施の禁止】

①発明専利権又は実用新案専利権

が与えられた後は、この法律に別

段の定めがある場合を除いて、い

かなる単位又は個人も専利権者の

許諾を得ることなく、その専利を

実施することができない。即ち生

産経営を目的としてその専利製品

を製造し、使用し、販売を許諾

し、販売し若しくは輸入し、又は

その専利の方法を使用し及び当該

専利の方法によって直接得られた

製品を使用し、販売を許諾し、販

売し若しくは輸入することはでき

ない。

②意匠権が与えられた後は、いか

なる単位又は個人も、専利権者

の許諾を得ることなく、その専

利を実施してはならない。すな
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産経営を目的としたその意匠製

品を製造、販売又は輸入するこ

とはできない。

第12条【実施許諾契約】　いかなる

単位又は個人も他人の専利を使用

するときは、専利権者と書面によ

る実施許諾契約を締結し、専利権

者に専利使用料を支払わなければ

ならない。被許諾者は契約に定め

た以外のいかなる単位又は個人に

対しても当該専利の実施を認める

ことはできない。

第13条【使用・実施料】　発明専利

の出願が公開された後は、出願人

はその発明を実施する単位又は個

人に相当な料金の支払いを請求す

ることができる。

第14条【国又は公共の利益の優

先】　①国有企業・事業体の発明

専利のうち、国の利益又は公共の

利益に重大な意義があるとみなし

たものについては、国務院の関連

主管部門及び省・自治区・直轄市

人民政府は国務院の許可を得て、

許可された範囲内において、普

及、応用を決定し、指定単位の実

施を認め、実施単位が国の規定に

従って専利権者に使用料を支払わ

なければならない。

わち生産経営を目的としたその

意匠製品の製造、販売の許諾、販

売、輸入を行ってはならない。

第12条、第13条は改正なし。

改正後第２項を削除

第14条【国又は公共の利益の優

先】　国有企業・事業部門による

発明専利のうち、国務院の関連主

管機関或いは省、自治区、直轄市

人民政府が国家の利益又は公共利

益に重大な意義があるとみなした

ものは、国務院の許可を得てから

相当な範囲内において、推進し、

運用することができる。この場合、

実施機関は専利権者に使用料を支

払わなければならない。使用料は

双方が協議して決定する。

（612）
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②中国の集団所有制単位及び個人

の発明専利のうち、国の利益又

は公共の利益に重大な意義があ

るとみなしたものについては、

普及・応用の必要があると判断

されたときは、前項の規定を準

用する。

第15条【専利表示】　専利権者はそ

の専利製品又は製品の包装に専利

表示（標識）又は専利番号を附す

ることができる。

第16条【職務発明における奨励金・

報酬】　専利権を与られた単位は

新たに１条を追加して第15条と

し、旧第15条～第18条は改正な

しで第16条～第19条に繰り下げ

た。

第15条【共有】　①出願権又は専利

権が複数の単位又は個人に共有さ

れている場合において，共有者の

権利行使について約定があるとき

は、その約定に従う。約定がない

ときは、共有者は単独でこれを実

施し、又は一般の方法で他人に当

該専利の実施を許可することがで

きる。他人に当該専利の実施を許

可する場合は、受け取った使用料

は共有者間で分配するものとす

る。

②前項の場合を除き，共有される専

利出願権又は専利権の行使には共

有者全員の同意を得なければなら

ない。

（611）
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職務発明創作の発明者又は考案者

に奨励金を与えなければならな

い。発明創作専利を実施した後

は、その普及・応用の範囲及びそ

の取得した経済収益に応じて、発

明者又は考案者に相当な報酬を与

えるものとする。

第17条【発明者・考案者の表示】

発明者又は考案者は、専利書類中

に自己が発明者又は考案者である

ことを明記することができる。

第18条【外国人の出願】　中国に常

居所又は営業所を有しない外国

人、外国企業その他の外国の機関

が中国で専利を出願するときは、

その属する国と中国が結んだ取決

め若しくは共に加入している国際

条約、又は互恵の原則に従い、こ

の法律に基づいて受理し、処理す

る。

第19条【専利代理機関】　①中国に

常居所又は営業所を有しない外国

人、外国企業その他の外国の機関

が中国で専利出願及びその他の専

利事務を行うときは、国務院の専

利管理部門が指定する専利代理機

関に委託しなければならない。

②中国の単位又は個人が国内で専

利を出願し及びその他の専利事

改正後　旧第19条を第20条へと繰

り下げ、第１項を改正した。

第20条【専利代理機関】　①中国に

常居所又は営業所を有しない外国

人、外国企業その他の外国の機関

が、中国で専利出願及びその他の

専利業務手続を行う場合、法律に

よって設立された専利代理機関に

手続きを委託しなければならな

い。

②中国の単位又は個人が国内で専
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務を行うときは、専利代理機関

に委託することができる。

③専利代理機関は法令を遵守し、

本人の委託に基づいて専利の出

願又はその他の専利事務を行わ

なければならない。本人の発明

創作の内容については、専利出

願ですでに公開又は公告されて

いるものを除いて、守秘義務を

負う。専利代理機関の具体的な

管理弁法は国務院がこれを定め

る。

第20条【国外出願】　①中国の単位

又は個人が中国で完成した発明創

作を外国で専利出願するときは、

まず国務院の専利管理部門に専利

出願をし、その指定する専利代理

機関に委任し、かつ第４条の規定

を遵守しなければならない。

②中国の単位又は個人は中華人民

共和国が加入している関係国際

条約に基づいて、専利の国際出

願をすることができる。専利の

国際出願をする者は、前項の定

めに従わなければならない。

③国務院の専利行政部門は中華人

利を出願し及びその他の専利事

務を行うときは、専利代理機関

に委託することができる。

③専利代理機関は法令を遵守し、

本人の委託に基づいて専利の出

願又はその他の専利事務を行わ

なければならない。本人の発明

創作の内容については、専利出

願ですでに公開又は公告されて

いるものを除いて、守秘義務を

負う。専利代理機関の具体的な

管理弁法は国務院がこれを定め

る。

改正後　旧第20条を第21条へと繰

り下げ、第１項を改正した。

第21条【国外出願】　①いかなる単

位又は個人も中国で完成した発明

創作を外国で専利出願することが

できる。ただし、事前に国務院専

利管理部門による機密審査を経な

ければならない。

②中国の単位又は個人は中華人民

共和国が加入している関係国際

条約に基づいて、専利の国際出

願をすることができる。専利の

国際出願をする者は、前項の定

めに従わなければならない。

③国務院の専利行部門庁は中華人

民共和国が加入している関係国

（609）
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民共和国が加入している関係の

国際条約、この法律及び国務院

の関係規定によって、専利の国

際出願を受理し、処理する。

第21条【事務管理機関の権限・守

秘義務】　①国務院の専利管理部

門とその専利複審委員会は客観

性、公正性、正確性、適時性の要

求に従い、法によって専利関係の

出願及び請求を受理し、処理しな

ければならない。

②専利出願が公開され又は公告さ

れるまでは、国務院の専利行政

部門の職員及び関係者はその内

容について守秘義務を負う。

第２章　専利権付与の条件

際条約、この法律及び国務院の

関係規定によって、専利の国際

出願を受理し、処理する。

改正後　旧第21条を第22条へと繰

り下げ、新たに第２項を挿入し旧

第２項を改正することなく第３項

へ繰り下げた。

第22条【事務管理機関の権限・守

秘義務】　①国務院の専利管理部

門とその専利複審委員会は客観

性、公正性、正確性、適時性の要

求に従い、法によって専利関係の

出願及び請求を受理し、処理しな

ければならない。

②国務院専利管理部門は、不備の

ない正確な専利情報を速やかに

通達し、定期的に専利公報を出

版しなければならない。

③専利出願が公開され又は公告さ

れるまでは、国務院の専利行政

部門の職員及び関係者はその内

容について守秘義務を負う。

第２章　専利権付与の条件

改正後　旧第22条を第23条へと繰

り下げ、第２項、第３項を改正

し、第５項を追加した。
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第22条【専利権付与の要件】　①専

利権を与える発明及び実用新案

は、新規性、創意性及び実用性を

備えていなければならない。

②新規性とは、出願日前に同様の

発明又は実用新案が国内外の出

版物に公表され、国内で公に使

用されたことがなく、又はその

他の方法によって公衆に知られ

ておらず、また他人が国務院専

利管理部門に同様の発明又は実

用新案の出願をしたこともな

く、かつ出願日以後に公開され

た専利権出願書類に記載されて

いないものをいう。

③創意性とは、出願日前にすでに

ある技術に比べ、当該発明に際

立った実質的特色と顕著な進歩

がみられ、当該実用新案に実質

的な特色と進歩がみられること

をいう。

④実用性とは、当該発明又は実用

新案による製造若しくはその使

用が可能で、かつ積極的な効果

を生むことが可能なことをい

う。

第23条【専利権付与の要件】　①専

利権を与える発明及び実用新案

は、新規性、創意性及び実用性を

備えていなければならない。

②新規性とは、当該発明又は実用

新案が従来の技術に属しておら

ず、同様の発明又は実用新案が

出願日前に他人により国務院専

利管理部門に出願されたことが

なく、かつ出願日以後に公布さ

れた専利出願書類あるいは公告

された専利書類に記載されてい

ないものをいう。

③創作性とは、従来の技術と比べ

て、その発明が突出した実質的

特性と著しい進歩を示してお

り、その実用新案が実質的特性

と進歩を示しているものをい

う。

④実用性とは、当該発明又は実用

新案の製造若しくは使用が可能

で、かつ積極的な効果を生むこ

とが可能なことをいう。

⑤この法律にいう従来の技術と

は、出願日前に国内外で広く知

られている技術をいう。

改正後　旧第23条を第24条へと繰

り下げ、全面改正し、四つの項を

設けた。
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第23条【意匠専利権付与の要件】

専利権を与える意匠は、出願日前

に国内外の出版物で公表され又は

国内で公に使用されたことがある

意匠と同一のもの又は類似したも

のであってはならず、かつ他人が

先に取得している適法な権利と衝

突するものであってはならない。

第24条【新規性の喪失の例外】　専利

を出願する発明創作は、出願日前

６月以内に、以下の各号の一つに

該当した場合も新規性を失わない。

１　中国政府が主催し又は承認し

た国際展覧会に初めて出品した

とき。

２　規定の学術会議又は技術会議

第24条【意匠専利権付与の要件】

①専利権を与える意匠は、従来の

意匠に属さないものでなければな

らず、また同様の意匠が出願日前

に他人より国務院専利管理部門に

出願されたことがなく、かつ出願

日以後に公告された専利書類に記

載されていないものでなければな

らない。

②専利権を与える意匠は、従来の

意匠あるいは従来のデザインの

特徴を組み合わせたものとは明

らかな区別が付くものでなけれ

ばならない。

③専利権を与える意匠は、権利の

付与より前に他人がすでに取得

している適法な権利と衝突する

ものであってはならない。

④この法律にいう従来の意匠と

は，出願日前に国内外で広く知

られている意匠を指す。

旧第24条を第25条に繰り下げた。
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で初めて発表したとき。

３　他人が出願人の同意を得るこ

となく、その内容を漏らしたと

き。

第25条【専利権を付与されないも

のとその例外】　①以下の各号に

掲げるものには、専利権を与えな

い。

１　科学的発見

２　知的活動の法則及び方法

３　病気の診断及び治療方法

４　動物及び植物品種

５　原子核変換の方法により得ら

れる物質

②前項の第４号に掲げる製品の生

産方法については、この法律の

定めるところにより専利権を与

えることができる。

第３章　専利の出願

改正後　旧第25条を第26条へと繰

り下げ、第１項に第６号を追加し

た。

第26条【専利権を付与されないも

のとその例外】　①以下の各号に

掲げるものには、専利権を与えな

い。

１　科学的発見

２　知的活動の法則及び方法

３　病気の診断及び治療方法

４　動物及び植物品種

５　原子核変換の方法により得ら

れる物質

６　平面印刷品の図案、色彩又は

二者の結合によって作成された

模様が標識の意味だけを持つデ

ザイン

②前項の第４号に掲げる製品の生産

方法については、この法律の定め

るところにより専利権を与えるこ

とができる。

第３章　専利の出願

改正後　旧第26条を第27条へと繰
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第26条【出願書類とその記載事項

（1）】　①発明又は実用新案の専

利を出願するときは、出願書、明

細書とその要約書及び権利請求書

等の書類を提出しなければならな

い。

②出願書には発明又は実用新案の

名称、発明者又は考案者の氏

名、出願人の氏名又は名称、住

所その他の事項を明記しなけれ

ばならない。

③明細書では発明又は実用新案に

ついて、その属する技術の分野

における技術者が実現できるこ

とを基準として、明瞭で完全な

説明をしなければならない。必

要なときには図面を添付するも

のとする。要約書においては発

明又は実用新案の技術の要点を

要領よく説明しなければならな

い。

④権利請求書においては、明細書

を拠り所として、専利保護請求

の範囲を説明しなければならな

い。

り下げ、第５項を追加した。

第27条【出願書類とその記載事項

（1）】　①発明又は実用新案の専

利を出願するときは、出願書、明

細書とその要約書及び権利請求書

等の書類を提出しなければならな

い。

②出願書には発明又は実用新案の

名称、発明者又は考案者の氏

名、出願人の氏名又は名称、住

所その他の事項を明記しなけれ

ばならない。

③明細書では発明又は実用新案に

ついて、その属する技術の分野

における技術者が実現できるこ

とを基準として、明瞭で完全な

説明をしなければならない。必

要なときには図面を添付するも

のとする。要約書においては、

発明又は実用新案の技術の要点

を要領よく説明しなければなら

ない。

④権利請求書においては、明細書

を拠り所として、専利保護請求

の範囲を説明しなければならな

い。

⑤遺伝資源により完成された発明

創作について、出願人は専利出
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第27条【出願書類とその記載事項

（2）】　意匠専利を出願するとき

は、願書及び当該意匠の図面又は

写真等の書類を提出し、かつ当該

意匠を使用する製品とその属する

区分を明記しなければならない。

第28条【出願日】　国務院の専利管

理部門が専利出願書類を受け付け

た日を出願日とする。出願書類が

郵送された場合には、通信日付印

の日を出願日とする。

第29条【出願優先権】　①出願人は

外国で初めて発明又は実用新案の

専利出願をした日から１年以内

に、又は外国で初めて意匠の専利

出願をした日から６月以内に、中

国で同一主題について専利出願を

したときは、当該外国と中国が結

んだ取り決め若しくは共に加入し

ている国際条約に従い、又は相互

に優先権を承認する原則に従って

優先権を享有することができる。

②出願人は中国で初めて発明又は

願書類上でその遺伝資源の直接

の由来と原始の由来を申告しな

ければならない。出願人が原始

的由来について申告できない場

合はその理由を説明しなければ

ならない。

旧第27条～第30条は改正すること

なく第28条～第31条に繰り下げ

た。
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実用新案の専利出願をした日か

ら１年以内に、再び同一主題に

ついて国務院の専利管理部門に

専利出願をしたときは、優先権

を享有することができる。

第30条【優先権主張の手続】　出願

人は、優先権を主張するときは、

出願に際しその旨を記載した書面

によって表明し、かつ最初にした

専利出願書類の副本を３月以内に

提出しなければならない。書面に

よる表明をせず又は期間内に専利

出願書類の副本を提出しない場合

には、優先権を主張していないも

のとみなす。

第31条【専利出願】　①一つの発明

又は実用新案の専利出願は、一つ

発明又は実用新案に限らなければ

ならない。一つの全般的発明構想

に属する二つ以上の発明又は実用

新案は、一つの出願とすることが

できる。

②一つの意匠専利出願は一つの製

品に使用する一つの意匠に限ら

なければならない。同一区分に

属しかつ一組として販売又は使

用する製品に用いられる二つ以

改正後　旧第31条を第32条へと繰

り下げ第２項を改正した。

第32条【専利出願】　①一つの発明

又は実用新案の専利出願は、一つ

の発明又は実用新案に限らなけれ

ばならない。一つの全般的な発明

構想に属する二つ以上の発明又は

実用新案は、一つの出願とするこ

とができる。

②一つの意匠出願は、一つの意匠

に限られなければならない。同

一の製品に二つ以上の類似意匠

があり、又は同一種類区分に属

し、且つ１組として販売または
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上の意匠は、一つの出願とする

ことができる。

第32条【専利出願の取下げ】　出願

人は専利権を与えられる前に、そ

の専利出願を取り下げることがで

きる。

第33条【出願書類の補正】　出願人

は専利出願書類について補正をす

ることができる。ただし、発明及

び実用新案専利の出願書類補正は

当初の明細書及び権利請求書に記

載した範囲を超えてはならず、意

匠専利の出願書類補正は当初の図

面又は写真に示した範囲を超えて

はならない。

第４章　 専利出願の審査及び権利付

与

第34条【出願の公開】　国務院の専

利管理部門は発明専利出願を受け

付けた後、予備審査によりこの法

律の要件を満たしていると認める

ときは、出願の日から満１年６月

を経過した時に、直ちに公開す

る。国務院の専利管理部門は出願

人の請求に基づきその出願を期間

使用する製品に用いられる二つ

以上の意匠については、一つの

出願として提出することができ

る。

旧第32条～旧第47条は改正するこ

となく第33条～第48条に繰り下

げた。
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を経過する前に早期に公開するこ

とができる。

第35条【出願審査の請求】　①国務

院の専利管理部門は発明専利出願

について、出願の日から３年以内

に、出願人の請求に基づき実質審

査をすることができる。正当な理

由なく出願人が期間を経過しても

実質審査を請求しないときは、当

該出願は取り下げられたものとみ

なす。

②国務院の専利管理部門は必要と

認めるときには、発明専利の出

願について独自に実質審査をす

ることができる。

第36条【参考資料等の提出】　①発

明専利の出願人は実質審査を請求

するに際し、出願日までにその発

明と関係ある参考資料を提出しな

ければならない。

②発明専利の出願がすでに外国で

なされているときは、国務院の

専利管理部門は出願人に対し、

その指定期間内に、当該国がそ

の出願審査のために検索した資

料又は審査結果の資料を提出す

るよう求めることができる。正

当な理由がないにも関わらず期

間内に提出しないときは、当該
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出願は取り下げられたものとみ

なす。

第37条【不適法な出願】　国務院の

専利管理部門は発明専利出願につ

いて実質審査をした後、この法律

の定めに適合しないと認めたとき

は、出願人に通知し、指定の期間

内に意見を陳述し又は出願の補正

をするよう求めなければならな

い。正当な理由なく期間を徒過し

た場合は、当該出願は取り下げら

れたものとみなす。

第38条【出願の拒絶】　出願人の意

見陳述又は補正を経た後、国務院

の専利管理部門が発明専利出願が

この法律の定めに適合しないと認

めたときは、これを拒絶するもの

とする。

第39条【発明専利権の付与】　発明

専利出願について、実質審査によ

って拒絶の理由がないと判断した

ときは、国務院の専利管理部門は

発明専利権付与の決定をし、発明

専利証を交付し、同時に登録及び

公告を行う。発明専利権は公告の

日から効力を生ずる。

第40条【実用新案・意匠専利権付

与】　実用新案及び意匠の専利出

願について、予備審査で拒絶の理
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由がないと判断したときは、国務

院の専利管理部門は実用新案専利

権又は意匠専利権付与の決定を

し、専利証を交付し、同時に登録

及び公告を行う。実用新案の専利

権及び意匠の専利権は公告の日か

ら効力を生ずる。

第41条【不服審査委員会】　①国務

院の専利管理部門に専利不服審査

委員会を置く。専利出願人は国務

院の専利管理部門の出願拒絶の決

定に不服のあるときは、通知を受

け取った日から３月以内に、専利

不服審査委員会に再審を請求する

ことができる。専利不服審査委員

会は再審の後、決定をし、かつ専

利出願人に通知する。

②専利出願人は専利不服審査委員

会による再審の決定に不服のあ

るときは、通知を受け取った日

から３月以内に人民法院に訴え

を提起することができる。

第５章　 専利権の存続期間、消滅及

び無効

第42条【存続期間】　発明専利権の

存続期間は20年、実用新案専利

権及び意匠専利権の存続期間は
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10年とし、期間は出願の日から

起算する。

第43条【専利料の納付】　専利権者

は専利権を与えられた年から、毎

年専利料を納付しなければならな

い。

第44条【専利権の消滅】　①以下の

各号の何れか一つに該当するとき

は、専利権は、期間満了前に消滅

する。

１　規定に従って毎年専利料を納

付していないとき。

２　専利権者が書面でその専利権

の放棄を表明したとき。

②専利権が存続期間満了前に消滅

するときは、国務院の専利管理

部門がこの旨を登録し公告す

る。

第45条【専利権付与の無効宣言の

申立】　国務院の専利管理部門が

専利権付与を公告した日以後、い

かなる単位又は個人も、当該専利

権の付与がこの法律の定めに符合

しないと判断するときは、専利不

服審査委員会に当該専利権の無効

宣言を申し立てることができる。

第46条【無効宣言の不服審査】　①

専利不服審査委員会は専利権無効

宣言の申立について遅滞なく審査

（597）



95

し、決定をし、かつ申立人と専利

権者に通知しなければならない。

専利権無効宣言の決定について

は、国務院の専利管理部門が登録

及び公告を行う。

②発明専利権の無効を宣言し又は

発明専利権を維持する旨の専利

不服審査委員会の決定に不服の

あるときは、通知を受け取った

日から３月以内に人民法院に訴

えを提起することができる。人

民法院は無効宣言申立手続きの

相手側当事者に対し、第三者と

して訴訟に参加するよう通知し

なければならない。

第47条【無効宣言の効果】　①無効

を宣言された専利権は当初から存

在しなかったものとみなす。

②専利権無効宣言の決定は、専利

権無効宣言の前に人民法院が下

しかつ執行されている専利権侵

害の判決及び決定、すでに履行

又は強制執行されている専利権

侵害紛争処理の決定、又は履行

されている専利実施許諾契約及

び専利権譲渡契約に対しては遡

及効を有しない。ただし、専利

権者が悪意によって他人に損害

を与えた場合は、これを賠償し
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なければならない。

③前項の定めによって、専利権者

又は専利権譲渡人が専利実施者

又は専利権譲受人に専利使用料

又は専利権譲渡料を返還せず、

明らかに公平の原則に反する場

合には、専利権者又は専利権譲

渡人は専利実施者又は専利権譲

受人に専利権使用料又は専利権

譲渡料の全部又は一部を返還し

なければならない。

第６章　専利の強制実施許可

第48条【強制実施許可】　実施の条

件を備えた単位が相当な条件で発

明又は実用新案の専利権者に、そ

の実施許諾を求めたにもかかわら

ず、相当の期間内に許諾を得られ

ないときは、国務院の専利管理部

門は当該単位の申請に基づいて、

発明専利又は実用新案専利の強制

実施許可を与えることができる。

改正後　旧第48条を第49条へと繰

り下げ、２つの号を加えた。

第49条【強制実施許可の要件】　以

下の各号のいずれかの一つに該当

する場合、国務院専利管理部門

は、実施条件を備えた単位又は個

人の申請に基づいて、発明または

実用新案の強制実施を許可するこ

とができる。

１　専利権を取得した日から３年

の期間が満了し、かつ専利出願

をした日から４年の期間が満了

したにもかかわらず、専利権者

が正当な理由無く専利を実施せ

ず、または十分に実施しなかっ

たとき。

２　専利権者の専利権の行使が、
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第49条【非常事態等における強制

実施許可】　国に緊急事態若しく

は非常事態が生じたとき、又は公

共の利益のため、国務院の専利管

理部門は発明専利又は実用新案専

利の強制実施許可を与えることが

できる。

第50条【前後の発明等の強制実施

許可】　①専利権を取得した発明

又は実用新案が以前に専利権を取

得している発明又は実用新案に比

べ著しい経済的意義と重大な技術

的進歩を有し、且つその実施が前

の発明又は実用新案の実施を必要

とする場合は、国務院の専利管理

部門は後の専利権者の申請に基づ

司法、行政過程を経て競争の排

除、制限行為と確定され、出願

人に強制実施の許可を与える必

要があるとき。

旧第49条を改正することなく第50

条に繰り下げた。

１条を追加し，第51条とした。

第51条　公共の健康を目的として

中国で専利権を取得した薬品に対

し，国務院の専利管理部門はその

製品の製造と以下の国または地域

への輸出に強制実施の許可を与え

ることができる。

１　後発開発途上国

２　その薬品の製造能力を持た

ず、または製造能力が不足して

おり、中華人民共和国が参加す

る世界貿易機関（WTO）の関

連条約により関係手続きをすで

に行っている構成員。

旧第50条を改正することなく第52

条に繰り下げた。

１条を追加し、第53条とした。

第53条【半導体技術の発明創作に

関わる強制実施の許可の要件】

強制実施の許可が、半導体技術の

発明創作に関わる場合は、この実

施を以下の各号の状況に限るもの

とする。
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き、前の発明又は実用新案の強制

実施許可を与えることができる。

②前項の定めにより強制実施許可

を与えた場合には、国務院の専

利管理部門は前の専利権者の申

請に基づいて、後の発明又は実

用新案の強制実施許可を与える

こともできる。

第51条【強制実施許可の要件】　こ

の法律の規定によって強制実施許

可を申請する単位又は個人は、相

当の条件で専利権者と実施許諾契

約を締結できなかったことの証明

を提示しなければならない。

第52条【強制実施許可決定】　①国

務院の専利管理部門の行った強制

実施許可の決定は、遅滞なく専利

権者に通知し、かつ登録し、公告

しなければならない。

１　公共の非商業的使用のとき。

２　専利権者のその専利権の行使

行為が、司法、行政過程を経て

競争の排除、制限行為であると

確定され、出願人に強制実施の

許可を与える必要があるとき。

１条を追加し、第54条とした。

第54条【強制実施許可の一般要件】

本法第49条第（2）号、第51条の規

定により与えられる強制実施許可

を除き、強制実施許可は国内市場

への供給のために行なわれなけれ

ばならない。

改正後　旧第51条を第55条へと繰

り下げた。

第55条【強制実施許可の要件】　こ

の法律第49条第（1）号、第52条の

規定により強制許可を出願する単

位または個人は、証拠を提供し、

相当の条件で専利権者に対し専利

の実施許諾を請求したにもかかわ

らず、相当の期間内に許諾を得ら

れなかったことの証明を提出しな

ければならない。

旧第52条～旧第56条改正すること

なく、第56条～第61条に繰り下

げた。
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②強制実施許可の決定は、強制許

可の理由に基づいて、実施の範

囲と期間を定めなければならな

い。強制実施許可の理由が消滅

し、かつ再び生じないときは、

国務院の専利管理部門は専利権

者の請求に基づき、審査を経た

後、強制実施許可を終了する旨

の決定をしなければならない。

第53条【強制実施許可の限界】　強

制実施許可を取得した単位又は個

人は専用実施権を有せず、かつ他

人の実施を許諾する権利を有しな

い。

第54条【強制実施における使用料】

強制実施許可を取得した単位又は

個人は専利権者に相当の使用料を

支払わなければならず、その額は

双方が協議を以て決定する。協議

が調わないときは、国務院の専利

管理部門がこれを決定する。

第55条【行政訴訟】　専利権者が国

務院の専利管理部門による強制実

施許可の決定に不服があるとき又

は専利権者又は強制実施許可を得

た単位もしくは個人が国務院の専

利管理部門による強制実施許可の

使用料についての決定に不服があ

るときは、通知を受領した日から
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３月以内に人民法院に訴えを提起

することができる。

第７章　専利権の保護

第56条【専利権の保護範囲の基準】

①発明又は実用新案専利権の保護

範囲は、その権利請求の内容を基

準とし、明細書及び添付図面は権

利請求の説明に使用することがで

きる。

②意匠専利権の保護範囲は、図面

又は写真に示された当該意匠の

専利製品を基準とする。

第57条【専利紛争の解決方法】　①

専利権者の許可を得ることなく、

その専利を使用し、すなわちその

専利権を侵害して、紛争を起こし

たときは、当事者が協議して解決

する。協議を望まず、又は協議が

調わないときは、専利権者又は利

害関係人は人民法院に訴えを提起

し、専利事務の管理部門に処理を

請求することができる。専利事務

の管理部門は処理に際し、権利侵

害行為の成立を判断したときは、

侵害者に権利侵害行為を直ちに停

止するよう命じることができる。

当事者は不服のあるときは、処理

改正後　旧第57条第２項を第62条

第１項とし、更に第２項を加え

た。

第62条【専利権評価報告】　①専利

権の侵害紛争が実用新案専利また

は意匠専利に関わる場合は、人民

法院又は専利業務管理部門は専利

権者又は利害関係人に対し国務院

専利管理部門が作成した専利権評

価報告を提出するよう請求するこ

とができる。

②国務院専利管理部門は、専利権

者又は利害関係人の請求によっ

て、関連する実用新案あるいは

意匠に対して、検索、分析、評

価を実施し、専利権評価報告を

作成するものとする。専利権評

価報告は人民法院と専利業務管
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の通知を受け取った日から15日

以内に「中華人民共和国行政訴訟

法」によって、人民法院に訴えを

提起することができる。侵害者が

期間が満了しても訴えを提起せ

ず、且つ侵害行為を停止しないと

きは、専利事務管理部門は人民法

院に強制執行を申し立てることが

できる。専利事務管理部門は当事

者の申立てによって、専利権侵害

の賠償額につき調停することがで

きる。調停が調わないときは、当

事者は「中華人民共和国民事訴訟

法」によって、人民法院に訴えを

提起することができる。

②専利権侵害の紛争が、新製品の

製造方法の発明専利に関わる場

合は、同様の製品を製造してい

る単位又は個人はその製品の製

造方法が専利の方法と異なるこ

との証明を提供しなければなら

ない。実用新案専利に関わると

きは、人民法院又は専利事務の

管理部門は専利権者に対し、国

務院の専利管理部門が作成した

検索報告を提出するよう請求す

ることができる。

第58条【専利偽造の行政処罰と刑

事責任】　他人の専利を偽造した

理部門が専利権の有効性を判断

する初歩的証拠とする。

１条を追加し，第63条とする。

第63条【専利権侵害にあたらない

場合】　専利権侵害紛争において、

権利の侵害として訴えられた当事

者が、その実施技術又はデザイン

が従来の技術またはデザインに属

すると証明できる証拠がある場合

は、専利権の侵害とはみなさな

い。

改正後　旧第58条を第64条へと繰

り下げ、処罰を重くした。

第64条【専利偽造の行政処罰と刑

事処罰】　他人の専利を偽造した
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場合は、法によって民事責任を負

うほか、専利事務の管理部門がそ

の是正を命じ、かつ公告をし、違

法所得を没収する。また違法所得

の三倍以下の罰金を併科すること

ができる。違法所得がない場合

は、５万元以下の罰金を科するこ

とができる。犯罪を構成する場合

は、法によってその刑事責任を追

及する。

第59条【虚偽の表示の処罰】　非専

利の製品を専利の製品と虚偽の表

示をした場合、又は非専利方法を

専利方法と虚偽の表示をしたとき

は、専利事務の管理部門はその是

正を命じ、かつその公告を行う。

５万元以下の罰金を科することが

できる。

第60条【損害賠償額の算定】　専利

権侵害の賠償額は、権利者が権利

侵害によって受けた損害又は権利

侵害者が権利侵害により獲得した

利益によって決定する。権利侵害

による損害又は権利侵害者による

獲得した利益の確定が困難なとき

場合、法によって民事責任を負う

ほか、専利管理業務部門はその是

正を命じ、これを公告し、その違

法所得を没収する。また、違法所

得の四倍以下の罰金を併科するこ

とができる。違法所得がない場合

は、20万元以下の罰金を科すこ

とができる。犯罪を構成する場合

は、法によってその刑事責任を追

及する。

改正後　旧第59条を第65条へと繰

り下げ、処罰を重くした。

第65条【虚偽の表示の処罰】　非専

利製品を専利製品と虚偽の表示を

した場合、また非専利方法を専利

方法と虚偽の表示をしたときは、

専利業務管理部門はその是正を命

じ、これを公告し、その違法所得

を没収する。また、20万元以下

の罰金を科すことができる。

改正後　旧第60条を第66条へ繰り

下げ、内容も改正した。

第66条【損害賠償額の算定】　専利

権侵害の賠償額は、当事者の協議

によってこれを決定する。協議が

調わない場合は、権利者が権利侵

害により被った損害、または権利

侵害者が権利侵害により獲得した

利益によって決定する。権利侵害
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は、当該専利の使用料の倍数を斟

酌して適切な額を決定する。

第61条【侵害予防の訴】　①専利権

者又は利害関係人が、他人がその

専利権を侵害し、又はその専利権

を侵害しようとしている証拠があ

り、速やかに制止しなければ、そ

の適法な利益を補償することが困

難な場合は、訴を提起する前に、

人民法院に関連行為の停止命令、

財産保全の執行を申立てることが

できる。

②人民法院は前項の申立を受理し

たときは、「中華人民共和国民

による損害または権利侵害により

獲得した利益の確定が困難なとき

は、その専利許可の使用料の倍数

を斟酌して適切な額を決定する。

権利者の損害、権利侵害者の獲得

した利益と専利使用料のいずれも

が確定が困難なときは、人民法院

は専利権の種類、権利侵害行為の

性質、状況などの要素を斟酌し

て、１万元以上100万元以下の賠

償額を決定する。

②専利権の侵害による賠償額は、

専利権者が権利侵害行為を制止

するため支出した相当の費用を

含むものとする。

改正後　旧第61条を第67条へと繰

り下げ、内容を一部手直しした。

第67条【侵害予防の訴】　①専利権

者または利害関係人が、他人がそ

の専利権を侵害し、又はその専利

権を侵害しようとしている場合に

おいて、速やかに制止しなければ

その適法な利益を補償することが

困難なことが証明できるときは、

訴えを提起する前に、起訴期間中

に人民法院に対し関連行為の停止

命令の執行を申立ることができ

る。

②人民法院は前項の申立を処理す
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事訴訟法」第93条から第96条

及び第99条の規定を準用する。

第62条【訴訟時効】　①専利権侵害

の訴訟時効は２年とし、専利権者

る場合は、「中華人民共和国民

事訴訟法」の財産保全に関する

規定を準用する。

１条を追加し，第68条とする。

第68条【証拠保全措置】　①専利権

侵害行為を制止するため、証拠が

消滅する可能性または証拠の取得

が困難になる可能性がある場合

は、専利権者または利害関係人は

訴えを提起する前に人民法院に証

拠の保全を申立てることができ

る。

②人民法院は申立を受理した時か

ら48時間内に決定をしなけれ

ばならない。保全措置を実施す

ると決定した場合は、直ちにこ

れを行わなければならない。

③人民法院は保全措置の実施にあ

たって、申立人に担保の提供を

命ずることができる。申立人が

担保を提供しない場合はその申

立を却下するものとする。

④申立人が人民法院による保全措

置の実施日から15日以内に訴

えを提起しない場合は、人民法

院は保全措置を解除しなければ

ならない。

改正後　旧第62条を第69条に内容

を改めることなく繰り下げた。
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又は利害関係人が侵害の行為を知

り、又は知ることができた日から

起算する。

②発明専利出願の公開後専利権の

授与前までに、その発明を使用

し、相当な使用料を支払ってい

ない場合は、専利権者が使用料

の支払を求める訴訟時効は２年

とし、他人がその発明を使用し

たことを知り、又は知ることが

できた日から起算する。ただ

し、専利権者が専利権授与の日

前にすでに知りまたは知ること

ができたときは、専利権授与日

から起算する。

第63条【専利権の侵害とならない

事由】　①以下の各号に掲げる事

由の一つがあるときは、専利権の

侵害とみなさない。

１　専利権者が製造、輸入し若し

くは専利権者の許諾を得て製造

し、輸入した専利製品又は専利

の方法によって直接獲得した製

品を販売した後に、当該製品の

使用、販売を許可し又は販売す

る場合。

２　専利出願日前にすでに同一製

品を製造し、同一の方法を使用

し、又は製造・使用に必要な準

改正後　旧第63条第１項を第70条

へ繰り下げ、第１号を改正し、第

５号を追加した。

第70条【専利権の侵害とならない

事由（1）】　以下の各号に掲げる

事由の一つがあるときは、専利権

の侵害とみなさない。

１　専利権者または許可を取得し

た単位もしくは個人が製造した

専利製品、または専利方法に

よって直接獲得した製品を販売

した後に、当該製品の使用、販

売を許可し、販売し輸入する場

合。

２　専利出願日前にすでに同一製

品を製造し、同一の方法を使用

し、又は製造・使用に必要な準
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備をすでに整えており、かつ同

じ方法により製造、使用を継続

している場合。

３　中国の領土、領海、領空を臨

時に通過する外国の輸送手段

が、その属する国と中国が締結

した取決め若しくは共に加入し

ている国際条約に従い、又は互

恵の原則に従って、輸送手段自

体の必要上その装置及び設備に

関係する専利を使用している場

合。

４　専ら科学研究及び実験のため

に関係する専利を使用している

場合。

②生産・営業の目的のために、専

利権者の許諾を得ることなく、

製造されかつ販売された専利製

品又は専利の方法によって直接

に得られた製品と知ることな

く、これを使用又は販売し、そ

の製品の適法な由来を証明でき

るときには、賠償責任を負わな

い。

備をすでに整えており、かつ同

じ方法により製造、使用を継続

している場合。

３　中国の領土、領海、領空を臨

時に通過する外国の輸送手段

が、その属する国と中国が締結

した取決め若しくは共に加入し

ている国際条約に従い、又は互

恵の原則に従って、輸送手段自

体の必要上その装置及び設備に

関係する専利を使用している場

合。

４　専ら科学研究及び実験のため

に関係する専利を使用している

場合。

５　行政審査に必要な情報を提供

するため、薬品あるいは医療機

器を製造する予定がある単位、

または専利薬品あるいは専利医

療器械を製造した場合。

改正後　旧第63条第２項を第71条

へ繰り下げ、内容を一部つけ加え

た。

第71条【専利権の侵害とならない

事由（2）】　専利権者の許諾を得

ることなく、その製品を製造販売

し、使用者または販売者が専利権

侵害製品と知ることなく、これを

購入し、生産経営を目的として使

（585）
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第64条【国家機密の守秘義務違反】

第20条の規定に違反し、外国に

専利を出願し、国家の機密を漏ら

したときは、所属単位又は上級の

主管機関が行政処分を行う。犯罪

を構成するときは、法によって刑

事責任を追及する。

第65条【非職務発明等に係る出願

妨害に対する行政処分】　発明者

又は考案者の非職務発明創作の専

利出願権及びこの法律に定めるそ

の他の権利を侵害したときは、所

属単位又は上級の主管機関が行政

処分を行う。

第66条【専利事務管理部門の宣伝

活動の禁止】　①専利事務管理部

門は社会に専利製品を推薦するな

どの経営活動に参与してはならな

い。

②専利事務管理部門が前項の定め

に違反したときは、上級機関又

は監察機関がその是正を命じ、

影響を取り除き、違法所得のあ

るときはこれを没収する。情状

が重大なときは、直接担当の主

管者とその他の直接責任者に対

用し、販売を許諾し、販売した場

合、当該製品の適法な由来を証明

できる場合は賠償責任を負わない。

旧第64条～第68条を改正すること

なく第72条～第76条に繰り下げ

た。

（584）
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し法によって行政処分を行う。

第67条【関係部門の職員の職務違

反に対する処罰】　専利管理事務

に従事する国家機関の職員及び関

係国家機関の職員が職務を怠た

り、職権を濫用し、又は不正行為

を行い、これが犯罪を構成すると

きは、法によってその刑事責任を

追及する。犯罪を構成しないとき

は、法によって行政処分を行う。

第８章　付則

第68条【手数料の納付】　国務院の

専利管理部門に専利を出願し及び

その他の手続きを行うときは、規

定に従って手数料を納付しなけれ

ばならない。

第69条【施行】　この法律は1985年

４月１日から施行（訳注）する。

　訳注：専利法の改正に関する全人

代常務委の決定によると、この再

改正専利法は2001年７月１日か

ら施行された。

本改正案は200　年　月　日から施

行する。「中華人民共和国専利

法」は本改正案に基づき適切な改

正を行って、再度公布する。

（583）


